
  長野県立美術館 警備業務 仕様書 

 

 本仕様書は、長野県立美術館（以下「美術館」と称す。）の下記業務の範囲及び基準の大

要を示すものである。受託者（以下「乙」と称す。）は、本仕様書に記載されていない事項

であっても、現場の状況または管理上必要と認められる作業は、長野県立美術館長（以下

「甲」と称す。）と協議のうえ実施するものとする。 

 

1. 業務場所 

（１） 施設の名称 長野県立美術館 

        ※本館と併設する東山魁夷館を含め呼称します。 

（２） 所 在 地 長野県長野市箱清水１－４－４ 

（３） 敷 地 面 積  16,363.30 ㎡ 

（４） 建 築 面 積  7,288.95 ㎡ 本館 5,857.48 ㎡・東山魁夷館 1,431.47 ㎡ 

（５） 延 床 面 積  13,256.96 ㎡ 本館 11,324.25 ㎡・東山魁夷館 1,932.71 ㎡ 

（６） 階 数 本館地上 3 階地下 1 階・東山魁夷館地上 2 階 

（７） 構 造 本館鉄筋コンクリート造＋プレストレストコンクリート造 

(一部鉄骨造) 

東山魁夷館 鉄筋コンクリート造 

 

2. 全般事項 

（１） 乙は警備実施計画書を作成し、予め甲の承認を得るものとする。 

（２） 日常の警備状況を日報等に記録し、毎日（休館日を除く毎日）甲に提出するものと

する。 

（３） 甲は乙に対し、警備員室を提供する。 

（４） 業務に係る制帽、制服等は乙の負担とする。 

（５） 業務日及び時間は、休館日及び甲が指定する日を除き、午前７時から午後７時まで

とする。 

（６） 乙は警備業務従事者に対し警備業務に必要な事項を充分習得させ、実施にあたり

支障の無いようにしなければならない。 

（７） 実施にあたっては警備責任者を定め、事故等の防止に努めること。 

 

3. 業務内容 

通常警備業務は次の事項を実施する。 

（１） 業務開始時に本館及び東山魁夷館の機械警備解除 

（２） 館内の開錠（業務日誌記入）及び展示室内等の異常有無の確認 



（３） 館内の照明の点灯及び消灯 

（４） 開館時の館外自動ドアスイッチオン（開錠は別業者） 

（５） 国旗掲揚（開館前） 

（６） 貸出施設の鍵貸出及び返却確認 

（７） 職員の要請に応じて非接触カードの貸出しと返却の確認 

（８） 館内外の定期巡視点検 

（９） 美術品搬出入時のトラックヤードシャッター開閉及び監視 

（１０） 来館者、業者の初期対応（来館者名簿記入、入館証配布）と館担当者への連絡業務 

（１１） 配達物の受け取り 

（１２） 閉館後の館外自動ドアスイッチオフ（施錠は別業者） 

（１３） 国旗降納（閉館後） 

（１４） 館内の施錠（業務日誌記入）及び関係者在退館チェック 

（１５） 最終退館時に通用口施錠及び機械警備設定 

（１６） 異常事態の場合の処理 

(ア) 防犯時、乙は遅滞なく異常事態を確認するとともに警察通報するなど必要な措置 

を取り、甲の責任者に連絡する。 

(イ) 火災警報発報の際は、乙は遅滞なく現場に急行し初期消火等の必要な措置を取る 

とともに、状況に応じて消防通報し消防機関に出動を要請し、甲の責任者に連絡 

する。また、火災警報発報が誤作動だった場合は速やかに復旧作業を行う。 

(ウ) エレベータ停止時は、乙は遅滞なくエレベータ内の状況を確認するとともに、速 

やかに業者へ連絡し来館要請を行う。 

(エ) 身障者トイレの非常呼出の際は、乙は遅滞なく現場に急行し、利用者の状況を確 

認するとともに状況に応じて消防（救急）に通報し、甲の責任者に連絡する。 

 

4. 業務の実施体制及び業務責任者の届出 

乙は、契約後速やかに業務責任者を定め甲に届け出るとともに、その者を常駐させて

業務の円滑な運営を図るものとする。なお、業務責任者が不在となる場合は、必ず同等

以上の代務者を従事させなければならない。 

 

5. 業務に係る人員配置等 

（１） 業務に係る人員は最低２名とし人員の割り振りは乙が定め、前月末までに勤務割 

表を甲に提出するものとする。また、常駐者は乙と直接の雇用関係にあるものとす

る。 

（２） 警備員室は無人とならないよう常時１名を配置するものとする。 

 

 



6. その他の特記事項 

（１） 乙は契約締結後、速やかに年間計画書及び常駐警備員の名簿（住所、氏名、年齢、 

採用年月日、経験年数、取得資格等を記載）を作成し甲の承認を得るものとする。 

（２） なお、常駐従業員が変更になった場合は速やかに変更後の名簿を作成し、甲の承認

を得るものとする。 

（３） 警備に従事する者は、制帽、服装を統一し、胸部に名札を付ける。 

（４） 警備員室には無用の者をみだりに立ち入らせてはならない。 

（５） 乙の従業員は美術館の諸規定を遵守し、常に清潔と品位を保持し来館者に対して 

は明るく親切に対応するものとする。 


